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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
陸
上
幕
僚
監
部
運
用
支
援
・
情
報
部
別
班
（
別
班
）
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
十
四
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
、
個
々
の
報
道
に
つ
い
て
答
弁
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
御
指
摘
の
報
道
に
あ
る
よ
う
な
「
陸
上
幕

僚
監
部
運
用
支
援
・
情
報
部
別
班
」
な
る
組
織
に
つ
い
て
は
、
防
衛
大
臣
が
、
御
指
摘
の
答
弁
を
行
う
前
に
、
陸
上
幕
僚
長

か
ら
口
頭
で
報
告
を
受
け
、
さ
ら
に
、
御
指
摘
の
答
弁
の
後
に
も
、
陸
上
幕
僚
長
に
陸
上
幕
僚
監
部
運
用
支
援
・
情
報
部
長

等
へ
の
聞
き
取
り
を
行
わ
せ
て
そ
の
内
容
を
口
頭
で
報
告
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
自
衛
隊
に
存
在
し
た
こ
と
は
な
く
、

現
在
も
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、現
時
点
に
お
い
て
こ
れ
以
上
の
調
査
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。


